
 

令和５年６月１４日 

国土交通省 中部地方整備局 

木曽川上流河川事務所 

 

河川環境楽園 木曽川北派川の仮橋の供用開始 

 

 令和４年８月２５日夜間に護岸が崩落し、通行できなくなっていた国営木曽三川

公園河川環境楽園内の木曽川北派川に架かる橋梁の仮橋が、令和５年６月１３日に

完成しました。 

 仮橋の供用開始に伴い、閉鎖していた西口駐車場も使用可能となります。 

 

 

１．添付資料 ： なし 

 

２．解  禁 ： 指定なし 

 

３．配 布 先 ： 岐阜県政記者クラブ 

 

４．問合せ先 ： 国土交通省 木曽川上流河川事務所                         

副所長 原 幹彦 、河川公園課長 馬場 浩彰 

○勤務時間内（平日 午前 8 時３０分～午後 5 時 15 分） 

０５８－２５１－１３７９（河川公園課直通） 

 

完成した仮橋 


